
一
頁

経
済
社
会
の
構
造
の
変
化
に
対
応
し
た
税
制
の
構
築
を
図
る
た
め
の
地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
中
修
正

経
済
社
会
の
構
造
の
変
化
に
対
応
し
た
税
制
の
構
築
を
図
る
た
め
の
地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
を
次
の
よ
う

に
修
正
す
る
。

第
一
条
中
地
方
税
法
第
十
六
条
の
四
第
十
二
項
の
改
正
規
定
を
削
る
。

第
一
条
の
う
ち
、
地
方
税
法
第
五
十
三
条
第
三
十
項
及
び
第
三
十
一
項
の
改
正
規
定
中
「
「
国
税
通
則
法
」
を
「
国
税
に
係

る
共
通
的
な
手
続
並
び
に
納
税
者
の
権
利
及
び
義
務
に
関
す
る
法
律
」
に
、
」
を
削
り
、
同
条
第
三
十
二
項
の
改
正
規
定
中
「

、
「
国
税
通
則
法
」
を
「
国
税
に
係
る
共
通
的
な
手
続
並
び
に
納
税
者
の
権
利
及
び
義
務
に
関
す
る
法
律
」
に
」
を
削
る
。

第
一
条
の
う
ち
地
方
税
法
第
五
十
五
条
の
二
第
一
項
の
改
正
規
定
中
「
第
六
十
六
条
の
四
第
十
八
項
第
一
号
」
を
「
第
六
十

六
条
の
四
第
十
七
項
第
一
号
」
に
改
め
、
「
、
「
国
税
通
則
法
」
を
「
国
税
に
係
る
共
通
的
な
手
続
並
び
に
納
税
者
の
権
利
及

び
義
務
に
関
す
る
法
律
」
に
」
を
削
る
。

第
一
条
の
う
ち
、
地
方
税
法
第
五
十
五
条
の
三
第
一
項
の
改
正
規
定
中
「
第
六
十
六
条
の
四
第
十
八
項
第
一
号
」
を
「
第
六

十
六
条
の
四
第
十
七
項
第
一
号
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
の
改
正
規
定
を
削
る
。

第
一
条
の
う
ち
地
方
税
法
第
五
十
五
条
の
四
第
一
項
の
改
正
規
定
中
「
第
六
十
八
条
の
八
十
八
第
十
九
項
第
一
号
」
を
「
第



二
頁

六
十
八
条
の
八
十
八
第
十
八
項
第
一
号
」
に
改
め
、
「
、
「
国
税
通
則
法
」
を
「
国
税
に
係
る
共
通
的
な
手
続
並
び
に
納
税
者

の
権
利
及
び
義
務
に
関
す
る
法
律
」
に
」
を
削
る
。

第
一
条
の
う
ち
、
地
方
税
法
第
五
十
五
条
の
五
第
一
項
の
改
正
規
定
中
「
第
六
十
八
条
の
八
十
八
第
十
九
項
第
一
号
」
を
「

第
六
十
八
条
の
八
十
八
第
十
八
項
第
一
号
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
の
改
正
規
定
を
削
る
。

第
一
条
中
地
方
税
法
第
七
十
二
条
の
二
十
四
の
十
一
第
一
項
の
改
正
規
定
を
削
る
。

第
一
条
の
う
ち
地
方
税
法
第
七
十
二
条
の
三
十
九
の
二
第
一
項
の
改
正
規
定
中
「
第
六
十
六
条
の
四
第
十
八
項
第
一
号
」
を

「
第
六
十
六
条
の
四
第
十
七
項
第
一
号
」
に
改
め
、
「
、
「
国
税
通
則
法
」
を
「
国
税
に
係
る
共
通
的
な
手
続
並
び
に
納
税
者

の
権
利
及
び
義
務
に
関
す
る
法
律
」
に
」
を
削
る
。

第
一
条
の
う
ち
、
地
方
税
法
第
七
十
二
条
の
三
十
九
の
三
第
一
項
の
改
正
規
定
中
「
第
六
十
六
条
の
四
第
十
八
項
第
一
号
」

を
「
第
六
十
六
条
の
四
第
十
七
項
第
一
号
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
の
改
正
規
定
を
削
る
。

第
一
条
の
う
ち
地
方
税
法
第
七
十
二
条
の
三
十
九
の
四
第
一
項
の
改
正
規
定
中
「
第
六
十
八
条
の
八
十
八
第
十
九
項
第
一
号

」
を
「
第
六
十
八
条
の
八
十
八
第
十
八
項
第
一
号
」
に
改
め
、
「
、
「
国
税
通
則
法
」
を
「
国
税
に
係
る
共
通
的
な
手
続
並
び

に
納
税
者
の
権
利
及
び
義
務
に
関
す
る
法
律
」
に
」
を
削
る
。



三
頁

第
一
条
の
う
ち
、
地
方
税
法
第
七
十
二
条
の
三
十
九
の
五
第
一
項
の
改
正
規
定
中
「
第
六
十
八
条
の
八
十
八
第
十
九
項
第
一

号
」
を
「
第
六
十
八
条
の
八
十
八
第
十
八
項
第
一
号
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
の
改
正
規
定
を
削
る
。

第
一
条
中
地
方
税
法
第
七
十
二
条
の
四
十
九
の
五
の
次
に
四
条
を
加
え
る
改
正
規
定
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
七
十
二
条
の
四
十
九
の
五
の
次
に
次
の
四
条
を
加
え
る
。

（
総
務
省
の
職
員
の
法
人
の
事
業
税
に
関
す
る
調
査
の
事
前
通
知
等
）

第
七
十
二
条
の
四
十
九
の
六

総
務
大
臣
は
、
総
務
省
指
定
職
員
に
前
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
者
（
以
下
こ
の
条
か
ら

第
七
十
二
条
の
四
十
九
の
八
ま
で
に
お
い
て
「
納
税
義
務
者
」
と
い
う
。
）
に
対
し
実
地
の
調
査
に
お
い
て
前
条
の
規
定

に
よ
る
質
問
、
検
査
又
は
提
示
若
し
く
は
提
出
の
要
求
（
以
下
こ
の
条
及
び
第
七
十
二
条
の
四
十
九
の
八
に
お
い
て
「
質

問
検
査
等
」
と
い
う
。
）
を
行
わ
せ
る
場
合
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
納
税
義
務
者
（
当
該
納
税
義
務
者
に
つ
い
て
税

務
代
理
人
（
税
理
士
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
三
十
七
号
）
第
三
十
条
（
同
法
第
四
十
八
条
の
十
六
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
書
面
を
提
出
し
て
い
る
税
理
士
若
し
く
は
同
法
第
四
十
八
条
の
二
に
規
定
す
る
税
理
士
法
人

又
は
同
法
第
五
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
し
た
弁
護
士
若
し
く
は
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
し
た

弁
護
士
法
人
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
、
第
七
十
二
条
の
四
十
九
の
八
第
三
項
、
第
七
十
二
条
の
六
十
三
の
二
第
一
項
及
び



四
頁

第
七
十
二
条
の
六
十
三
の
四
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
税
務
代
理
人
を
含
む
。
）
に
対
し
、

そ
の
旨
及
び
次
に
掲
げ
る
事
項
を
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

一

質
問
検
査
等
を
行
う
実
地
の
調
査
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
単
に
「
調
査
」
と
い
う
。
）
を
開
始
す
る
日
時

二

調
査
を
行
う
場
所

三

調
査
の
目
的

四

法
人
の
行
う
事
業
に
対
す
る
事
業
税
に
関
す
る
調
査
で
あ
る
旨

五

調
査
の
対
象
と
な
る
期
間

六

調
査
の
対
象
と
な
る
帳
簿
書
類
そ
の
他
の
物
件

七

そ
の
他
調
査
の
適
正
か
つ
円
滑
な
実
施
に
必
要
な
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
事
項

２

総
務
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
た
納
税
義
務
者
か
ら
合
理
的
な
理
由
を
付
し
て
同
項
第
一
号
又
は
第

二
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
変
更
す
る
よ
う
求
め
が
あ
つ
た
場
合
に
は
、
当
該
事
項
に
つ
い
て
協
議
す
る
よ
う
努
め
る

も
の
と
す
る
。

３

第
一
項
の
規
定
は
、
総
務
省
指
定
職
員
が
、
当
該
調
査
に
よ
り
当
該
調
査
に
係
る
同
項
第
三
号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
掲



五
頁

げ
る
事
項
以
外
の
事
項
に
つ
い
て
課
税
標
準
額
の
更
正
又
は
決
定
及
び
そ
の
分
割
の
調
査
の
た
め
に
必
要
が
あ
る
こ
と
と

な
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
事
項
に
関
し
質
問
検
査
等
を
行
う
こ
と
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て

、
同
項
の
規
定
は
、
当
該
事
項
に
関
す
る
質
問
検
査
等
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

（
事
前
通
知
を
要
し
な
い
場
合
）

第
七
十
二
条
の
四
十
九
の
七

前
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
総
務
大
臣
が
調
査
の
相
手
方
で
あ
る
納
税
義
務
者
の

過
去
の
調
査
結
果
の
内
容
又
は
そ
の
営
む
事
業
内
容
に
関
す
る
情
報
そ
の
他
総
務
大
臣
が
保
有
す
る
情
報
に
鑑
み
、
違
法

又
は
不
当
な
行
為
を
容
易
に
し
、
正
確
な
事
実
の
把
握
を
困
難
に
す
る
お
そ
れ
そ
の
他
法
人
の
行
う
事
業
に
対
す
る
事
業

税
に
関
す
る
調
査
の
適
正
な
遂
行
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を

要
し
な
い
。

（
総
務
省
の
職
員
の
法
人
の
事
業
税
に
関
す
る
調
査
の
終
了
の
際
の
手
続
）

第
七
十
二
条
の
四
十
九
の
八

総
務
大
臣
は
、
法
人
の
行
う
事
業
に
対
す
る
事
業
税
に
関
す
る
実
地
の
調
査
を
行
つ
た
結
果

、
課
税
標
準
額
の
総
額
の
更
正
若
し
く
は
決
定
又
は
分
割
基
準
の
修
正
若
し
く
は
決
定
の
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
な
い

場
合
に
は
、
納
税
義
務
者
で
あ
つ
て
当
該
調
査
に
お
い
て
質
問
検
査
等
の
相
手
方
と
な
つ
た
者
に
対
し
、
そ
の
時
点
に
お



六
頁

い
て
課
税
標
準
額
の
総
額
の
更
正
若
し
く
は
決
定
又
は
分
割
基
準
の
修
正
若
し
く
は
決
定
の
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
な

い
旨
を
書
面
に
よ
り
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

２

総
務
大
臣
は
、
法
人
の
行
う
事
業
に
対
す
る
事
業
税
に
関
す
る
調
査
の
結
果
、
課
税
標
準
額
の
総
額
の
更
正
若
し
く
は

決
定
又
は
分
割
基
準
の
修
正
若
し
く
は
決
定
の
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
当
該
納
税
義
務
者
に
対
し
、
そ

の
時
点
に
お
い
て
課
税
標
準
額
の
総
額
の
更
正
若
し
く
は
決
定
又
は
分
割
基
準
の
修
正
若
し
く
は
決
定
の
必
要
が
あ
る
と

認
め
ら
れ
る
旨
及
び
そ
の
理
由
を
説
明
す
る
も
の
と
す
る
。

３

実
地
の
調
査
に
よ
り
質
問
検
査
等
を
行
つ
た
納
税
義
務
者
に
つ
い
て
税
務
代
理
人
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
納
税

義
務
者
の
同
意
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
納
税
義
務
者
へ
の
第
一
項
又
は
前
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
又
は
説
明
に
代
え
て

、
当
該
税
務
代
理
人
へ
の
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
る
通
知
又
は
説
明
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

（
政
令
へ
の
委
任
）

第
七
十
二
条
の
四
十
九
の
九

第
七
十
二
条
の
四
十
九
の
五
か
ら
前
条
ま
で
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
総
務
省
の
職
員
の
法

人
の
事
業
税
に
関
す
る
調
査
の
実
施
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め
る
。

第
一
条
中
地
方
税
法
第
七
十
二
条
の
六
十
三
の
次
に
四
条
を
加
え
る
改
正
規
定
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



七
頁

第
七
十
二
条
の
六
十
三
の
次
に
次
の
四
条
を
加
え
る
。

（
総
務
省
の
職
員
の
個
人
の
事
業
税
に
関
す
る
調
査
の
事
前
通
知
等
）

第
七
十
二
条
の
六
十
三
の
二

総
務
大
臣
は
、
総
務
省
指
定
職
員
に
前
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
者
（
以
下
こ
の
条
か
ら

第
七
十
二
条
の
六
十
三
の
四
ま
で
に
お
い
て
「
納
税
義
務
者
」
と
い
う
。
）
に
対
し
実
地
の
調
査
に
お
い
て
前
条
の
規
定

に
よ
る
質
問
、
検
査
又
は
提
示
若
し
く
は
提
出
の
要
求
（
以
下
こ
の
条
及
び
第
七
十
二
条
の
六
十
三
の
四
に
お
い
て
「
質

問
検
査
等
」
と
い
う
。
）
を
行
わ
せ
る
場
合
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
納
税
義
務
者
（
当
該
納
税
義
務
者
に
つ
い
て
税

務
代
理
人
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
税
務
代
理
人
を
含
む
。
）
に
対
し
、
そ
の
旨
及
び
次
に
掲
げ
る
事
項
を
通
知
す
る
も

の
と
す
る
。

一

質
問
検
査
等
を
行
う
実
地
の
調
査
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
単
に
「
調
査
」
と
い
う
。
）
を
開
始
す
る
日
時

二

調
査
を
行
う
場
所

三

調
査
の
目
的

四

個
人
の
行
う
事
業
に
対
す
る
事
業
税
に
関
す
る
調
査
で
あ
る
旨

五

調
査
の
対
象
と
な
る
期
間



八
頁

六

調
査
の
対
象
と
な
る
帳
簿
書
類
そ
の
他
の
物
件

七

そ
の
他
調
査
の
適
正
か
つ
円
滑
な
実
施
に
必
要
な
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
事
項

２

総
務
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
た
納
税
義
務
者
か
ら
合
理
的
な
理
由
を
付
し
て
同
項
第
一
号
又
は
第

二
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
変
更
す
る
よ
う
求
め
が
あ
つ
た
場
合
に
は
、
当
該
事
項
に
つ
い
て
協
議
す
る
よ
う
努
め
る

も
の
と
す
る
。

３

第
一
項
の
規
定
は
、
総
務
省
指
定
職
員
が
、
当
該
調
査
に
よ
り
当
該
調
査
に
係
る
同
項
第
三
号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
掲

げ
る
事
項
以
外
の
事
項
に
つ
い
て
課
税
標
準
額
の
更
正
又
は
決
定
及
び
そ
の
分
割
の
調
査
の
た
め
に
必
要
が
あ
る
こ
と
と

な
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
事
項
に
関
し
質
問
検
査
等
を
行
う
こ
と
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て

、
同
項
の
規
定
は
、
当
該
事
項
に
関
す
る
質
問
検
査
等
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

（
事
前
通
知
を
要
し
な
い
場
合
）

第
七
十
二
条
の
六
十
三
の
三

前
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
総
務
大
臣
が
調
査
の
相
手
方
で
あ
る
納
税
義
務
者
の

過
去
の
調
査
結
果
の
内
容
又
は
そ
の
営
む
事
業
内
容
に
関
す
る
情
報
そ
の
他
総
務
大
臣
が
保
有
す
る
情
報
に
鑑
み
、
違
法

又
は
不
当
な
行
為
を
容
易
に
し
、
正
確
な
事
実
の
把
握
を
困
難
に
す
る
お
そ
れ
そ
の
他
個
人
の
行
う
事
業
に
対
す
る
事
業



九
頁

税
に
関
す
る
調
査
の
適
正
な
遂
行
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を

要
し
な
い
。

（
総
務
省
の
職
員
の
個
人
の
事
業
税
に
関
す
る
調
査
の
終
了
の
際
の
手
続
）

第
七
十
二
条
の
六
十
三
の
四

総
務
大
臣
は
、
個
人
の
行
う
事
業
に
対
す
る
事
業
税
に
関
す
る
実
地
の
調
査
を
行
つ
た
結
果

、
課
税
標
準
額
の
総
額
の
更
正
若
し
く
は
決
定
又
は
分
割
基
準
の
修
正
若
し
く
は
決
定
の
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
な
い

場
合
に
は
、
納
税
義
務
者
で
あ
つ
て
当
該
調
査
に
お
い
て
質
問
検
査
等
の
相
手
方
と
な
つ
た
者
に
対
し
、
そ
の
時
点
に
お

い
て
課
税
標
準
額
の
総
額
の
更
正
若
し
く
は
決
定
又
は
分
割
基
準
の
修
正
若
し
く
は
決
定
の
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
な

い
旨
を
書
面
に
よ
り
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

２

総
務
大
臣
は
、
個
人
の
行
う
事
業
に
対
す
る
事
業
税
に
関
す
る
調
査
の
結
果
、
課
税
標
準
額
の
総
額
の
更
正
若
し
く
は

決
定
又
は
分
割
基
準
の
修
正
若
し
く
は
決
定
の
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
当
該
納
税
義
務
者
に
対
し
、
そ

の
時
点
に
お
い
て
課
税
標
準
額
の
総
額
の
更
正
若
し
く
は
決
定
又
は
分
割
基
準
の
修
正
若
し
く
は
決
定
の
必
要
が
あ
る
と

認
め
ら
れ
る
旨
及
び
そ
の
理
由
を
説
明
す
る
も
の
と
す
る
。

３

実
地
の
調
査
に
よ
り
質
問
検
査
等
を
行
つ
た
納
税
義
務
者
に
つ
い
て
税
務
代
理
人
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
納
税



一
〇
頁

義
務
者
の
同
意
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
納
税
義
務
者
へ
の
第
一
項
又
は
前
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
又
は
説
明
に
代
え
て

、
当
該
税
務
代
理
人
へ
の
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
る
通
知
又
は
説
明
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

（
政
令
へ
の
委
任
）

第
七
十
二
条
の
六
十
三
の
五

第
七
十
二
条
の
六
十
三
か
ら
前
条
ま
で
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
総
務
省
の
職
員
の
個
人
の

事
業
税
に
関
す
る
調
査
の
実
施
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め
る
。

第
一
条
中
地
方
税
法
第
七
十
二
条
の
百
七
第
一
項
及
び
第
七
十
二
条
の
百
八
の
改
正
規
定
を
削
る
。

第
一
条
中
地
方
税
法
第
百
四
十
四
条
の
三
十
八
の
次
に
四
条
を
加
え
る
改
正
規
定
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
百
四
十
四
条
の
三
十
八
の
次
に
次
の
四
条
を
加
え
る
。

（
総
務
省
の
職
員
の
軽
油
引
取
税
に
関
す
る
調
査
の
事
前
通
知
等
）

第
百
四
十
四
条
の
三
十
八
の
二

総
務
大
臣
は
、
総
務
省
指
定
職
員
に
前
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
者
（
以
下
こ
の
条
か

ら
第
百
四
十
四
条
の
三
十
八
の
四
ま
で
に
お
い
て
「
元
売
業
者
等
」
と
い
う
。
）
に
対
し
実
地
の
調
査
に
お
い
て
前
条
の

規
定
に
よ
る
質
問
、
検
査
又
は
提
示
若
し
く
は
提
出
の
要
求
（
以
下
こ
の
条
及
び
第
百
四
十
四
条
の
三
十
八
の
四
に
お
い

て
「
質
問
検
査
等
」
と
い
う
。
）
を
行
わ
せ
る
場
合
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
元
売
業
者
等
（
当
該
元
売
業
者
等
に
つ



一
一
頁

い
て
税
務
代
理
人
（
税
理
士
法
第
三
十
条
（
同
法
第
四
十
八
条
の
十
六
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
書
面
を

提
出
し
て
い
る
税
理
士
若
し
く
は
同
法
第
四
十
八
条
の
二
に
規
定
す
る
税
理
士
法
人
又
は
同
法
第
五
十
一
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
通
知
を
し
た
弁
護
士
若
し
く
は
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
し
た
弁
護
士
法
人
を
い
う
。
以
下
こ
の
項

及
び
第
百
四
十
四
条
の
三
十
八
の
四
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
税
務
代
理
人
を
含
む
。
）
に

対
し
、
そ
の
旨
及
び
次
に
掲
げ
る
事
項
を
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

一

質
問
検
査
等
を
行
う
実
地
の
調
査
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
単
に
「
調
査
」
と
い
う
。
）
を
開
始
す
る
日
時

二

調
査
を
行
う
場
所

三

調
査
の
目
的

四

軽
油
引
取
税
に
関
す
る
調
査
で
あ
る
旨

五

調
査
の
対
象
と
な
る
期
間

六

調
査
の
対
象
と
な
る
帳
簿
書
類
そ
の
他
の
物
件

七

そ
の
他
調
査
の
適
正
か
つ
円
滑
な
実
施
に
必
要
な
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
事
項

２

総
務
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
た
元
売
業
者
等
か
ら
合
理
的
な
理
由
を
付
し
て
同
項
第
一
号
又
は
第



一
二
頁

二
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
変
更
す
る
よ
う
求
め
が
あ
つ
た
場
合
に
は
、
当
該
事
項
に
つ
い
て
協
議
す
る
よ
う
努
め
る

も
の
と
す
る
。

３

第
一
項
の
規
定
は
、
総
務
省
指
定
職
員
が
、
当
該
調
査
に
よ
り
当
該
調
査
に
係
る
同
項
第
三
号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
掲

げ
る
事
項
以
外
の
事
項
に
つ
い
て
軽
油
引
取
税
の
徴
収
に
つ
い
て
適
正
な
運
営
を
図
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
こ
と

と
な
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
事
項
に
関
し
質
問
検
査
等
を
行
う
こ
と
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
同
項
の
規
定
は
、
当
該
事
項
に
関
す
る
質
問
検
査
等
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

（
事
前
通
知
を
要
し
な
い
場
合
）

第
百
四
十
四
条
の
三
十
八
の
三

前
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
総
務
大
臣
が
調
査
の
相
手
方
で
あ
る
元
売
業
者
等

の
過
去
の
調
査
結
果
の
内
容
又
は
そ
の
営
む
事
業
内
容
に
関
す
る
情
報
そ
の
他
総
務
大
臣
が
保
有
す
る
情
報
に
鑑
み
、
違

法
又
は
不
当
な
行
為
を
容
易
に
し
、
正
確
な
事
実
の
把
握
を
困
難
に
す
る
お
そ
れ
そ
の
他
軽
油
引
取
税
に
関
す
る
調
査
の

適
正
な
遂
行
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
要
し
な
い
。

（
総
務
省
の
職
員
の
軽
油
引
取
税
に
関
す
る
調
査
の
終
了
の
際
の
手
続
）

第
百
四
十
四
条
の
三
十
八
の
四

総
務
大
臣
は
、
軽
油
引
取
税
に
関
す
る
実
地
の
調
査
を
行
つ
た
結
果
、
元
売
業
者
等
の
う



一
三
頁

ち
元
売
業
者
に
つ
い
て
第
百
四
十
四
条
の
七
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
元
売
業
者
の
指
定
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
と
認

め
ら
れ
な
い
場
合
に
は
、
元
売
業
者
で
あ
つ
て
当
該
調
査
に
お
い
て
質
問
検
査
等
の
相
手
方
と
な
つ
た
者
に
対
し
、
そ
の

時
点
に
お
い
て
同
項
の
規
定
に
よ
り
元
売
業
者
の
指
定
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
と
認
め
ら
れ
な
い
旨
を
書
面
に
よ
り

通
知
す
る
も
の
と
し
、
元
売
業
者
等
の
う
ち
元
売
業
者
以
外
の
者
に
つ
い
て
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
要
件
に
該
当
す
る

と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
元
売
業
者
以
外
の
者
で
あ
つ
て
当
該
調
査
に
お
い
て
質
問
検
査
等
の
相
手
方
と
な
つ
た
者
に

対
し
、
そ
の
時
点
に
お
い
て
同
項
に
規
定
す
る
要
件
に
該
当
す
る
と
認
め
ら
れ
る
旨
を
書
面
に
よ
り
通
知
す
る
も
の
と
す

る
。

２

総
務
大
臣
は
、
軽
油
引
取
税
に
関
す
る
調
査
の
結
果
、
元
売
業
者
等
の
う
ち
元
売
業
者
に
つ
い
て
第
百
四
十
四
条
の
七

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
元
売
業
者
の
指
定
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
当
該
元
売
業
者
に
対

し
、
そ
の
時
点
に
お
い
て
同
項
の
規
定
に
よ
り
元
売
業
者
の
指
定
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
と
認
め
ら
れ
る
旨
及
び
そ

の
理
由
を
説
明
す
る
も
の
と
し
、
元
売
業
者
等
の
う
ち
元
売
業
者
以
外
の
者
に
つ
い
て
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
要
件
に

該
当
す
る
と
認
め
ら
れ
な
い
場
合
に
は
、
当
該
元
売
業
者
以
外
の
者
に
対
し
、
そ
の
時
点
に
お
い
て
同
項
に
規
定
す
る
要

件
に
該
当
す
る
と
認
め
ら
れ
な
い
旨
及
び
そ
の
理
由
を
説
明
す
る
も
の
と
す
る
。



一
四
頁

３

実
地
の
調
査
に
よ
り
質
問
検
査
等
を
行
つ
た
元
売
業
者
等
に
つ
い
て
税
務
代
理
人
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
元
売

業
者
等
の
同
意
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
元
売
業
者
等
へ
の
第
一
項
又
は
前
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
又
は
説
明
に
代
え
て

、
当
該
税
務
代
理
人
へ
の
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
る
通
知
又
は
説
明
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

（
政
令
へ
の
委
任
）

第
百
四
十
四
条
の
三
十
八
の
五

第
百
四
十
四
条
の
三
十
八
か
ら
前
条
ま
で
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
総
務
省
の
職
員
の
軽

油
引
取
税
に
関
す
る
調
査
の
実
施
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め
る
。

第
一
条
中
地
方
税
法
第
三
百
二
十
一
条
の
八
第
二
十
六
項
か
ら
第
二
十
八
項
ま
で
の
改
正
規
定
を
削
る
。

第
一
条
の
う
ち
地
方
税
法
第
三
百
二
十
一
条
の
十
一
の
二
第
一
項
の
改
正
規
定
中
「
第
六
十
六
条
の
四
第
十
八
項
第
一
号
」

を
「
第
六
十
六
条
の
四
第
十
七
項
第
一
号
」
に
改
め
、
「
、
「
国
税
通
則
法
」
を
「
国
税
に
係
る
共
通
的
な
手
続
並
び
に
納
税

者
の
権
利
及
び
義
務
に
関
す
る
法
律
」
に
」
を
削
る
。

第
一
条
の
う
ち
地
方
税
法
第
三
百
二
十
一
条
の
十
一
の
三
第
一
項
の
改
正
規
定
中
「
同
条
第
十
九
項
第
一
号
」
を
「
同
条
第

十
八
項
第
一
号
」
に
改
め
、
「
、
「
国
税
通
則
法
」
を
「
国
税
に
係
る
共
通
的
な
手
続
並
び
に
納
税
者
の
権
利
及
び
義
務
に
関

す
る
法
律
」
に
」
を
削
る
。



一
五
頁

第
一
条
中
地
方
税
法
第
三
百
九
十
六
条
の
次
に
四
条
を
加
え
る
改
正
規
定
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
三
百
九
十
六
条
の
次
に
次
の
四
条
を
加
え
る
。

（
総
務
省
の
職
員
の
固
定
資
産
税
に
関
す
る
調
査
の
事
前
通
知
等
）

第
三
百
九
十
六
条
の
二

総
務
大
臣
は
、
総
務
省
指
定
職
員
に
前
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
者
（
以
下
こ
の
条
か
ら
第
三

百
九
十
六
条
の
四
ま
で
に
お
い
て
「
納
税
義
務
者
」
と
い
う
。
）
に
対
し
実
地
の
調
査
に
お
い
て
前
条
の
規
定
に
よ
る
質

問
、
検
査
又
は
提
示
若
し
く
は
提
出
の
要
求
（
以
下
こ
の
条
及
び
第
三
百
九
十
六
条
の
四
に
お
い
て
「
質
問
検
査
等
」
と

い
う
。
）
を
行
わ
せ
る
場
合
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
納
税
義
務
者
（
当
該
納
税
義
務
者
に
つ
い
て
税
務
代
理
人
（
税

理
士
法
第
三
十
条
（
同
法
第
四
十
八
条
の
十
六
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
書
面
を
提
出
し
て
い
る
税
理
士

若
し
く
は
同
法
第
四
十
八
条
の
二
に
規
定
す
る
税
理
士
法
人
又
は
同
法
第
五
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
し
た

弁
護
士
若
し
く
は
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
し
た
弁
護
士
法
人
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び
第
三
百
九
十
六
条

の
四
第
六
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
税
務
代
理
人
を
含
む
。
）
に
対
し
、
そ
の
旨
及
び
次
に
掲
げ

る
事
項
を
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

一

質
問
検
査
等
を
行
う
実
地
の
調
査
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
単
に
「
調
査
」
と
い
う
。
）
を
開
始
す
る
日
時



一
六
頁

二

調
査
を
行
う
場
所

三

調
査
の
目
的

四

固
定
資
産
税
に
関
す
る
調
査
で
あ
る
旨

五

調
査
の
対
象
と
な
る
期
間

六

調
査
の
対
象
と
な
る
帳
簿
書
類
そ
の
他
の
物
件

七

そ
の
他
調
査
の
適
正
か
つ
円
滑
な
実
施
に
必
要
な
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
事
項

２

総
務
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
た
納
税
義
務
者
か
ら
合
理
的
な
理
由
を
付
し
て
同
項
第
一
号
又
は
第

二
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
変
更
す
る
よ
う
求
め
が
あ
つ
た
場
合
に
は
、
当
該
事
項
に
つ
い
て
協
議
す
る
よ
う
努
め
る

も
の
と
す
る
。

３

第
一
項
の
規
定
は
、
総
務
省
指
定
職
員
が
、
当
該
調
査
に
よ
り
当
該
調
査
に
係
る
同
項
第
三
号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
掲

げ
る
事
項
以
外
の
事
項
に
つ
い
て
第
三
百
八
十
八
条
第
四
項
第
二
号
の
助
言
、
第
三
百
八
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

固
定
資
産
の
価
格
等
の
決
定
に
関
す
る
調
査
又
は
第
四
百
二
十
二
条
の
二
第
一
項
の
指
示
の
た
め
に
必
要
が
あ
る
こ
と
と

な
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
事
項
に
関
し
質
問
検
査
等
を
行
う
こ
と
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て



一
七
頁

、
第
一
項
の
規
定
は
、
当
該
事
項
に
関
す
る
質
問
検
査
等
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

（
事
前
通
知
を
要
し
な
い
場
合
）

第
三
百
九
十
六
条
の
三

前
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
総
務
大
臣
が
調
査
の
相
手
方
で
あ
る
納
税
義
務
者
の
過
去

の
調
査
結
果
の
内
容
又
は
そ
の
営
む
事
業
内
容
に
関
す
る
情
報
そ
の
他
総
務
大
臣
が
保
有
す
る
情
報
に
鑑
み
、
違
法
又
は

不
当
な
行
為
を
容
易
に
し
、
正
確
な
事
実
の
把
握
を
困
難
に
す
る
お
そ
れ
そ
の
他
固
定
資
産
税
に
関
す
る
調
査
の
適
正
な

遂
行
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
要
し
な
い
。

（
総
務
省
の
職
員
の
固
定
資
産
税
に
関
す
る
調
査
の
終
了
の
際
の
手
続
）

第
三
百
九
十
六
条
の
四

総
務
大
臣
は
、
調
査
が
第
三
百
八
十
八
条
第
四
項
第
二
号
の
助
言
の
た
め
の
調
査
で
あ
る
場
合
に

は
、
当
該
調
査
の
終
了
時
に
お
い
て
、
当
該
納
税
義
務
者
に
対
し
、
当
該
調
査
が
終
了
し
た
旨
を
書
面
に
よ
り
通
知
す
る

も
の
と
す
る
。

２

総
務
大
臣
は
、
調
査
が
第
三
百
八
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
固
定
資
産
の
価
格
等
の
決
定
に
関
す
る
調
査
で
あ
る

場
合
で
あ
つ
て
、
実
地
の
調
査
を
行
つ
た
結
果
、
価
格
等
の
決
定
又
は
決
定
さ
れ
た
価
格
等
の
修
正
（
以
下
こ
の
条
に
お

い
て
「
価
格
等
の
決
定
等
」
と
い
う
。
）
を
す
べ
き
と
認
め
ら
れ
な
い
と
き
は
、
納
税
義
務
者
で
あ
つ
て
当
該
実
地
の
調



一
八
頁

査
に
お
い
て
質
問
検
査
等
の
相
手
方
と
な
つ
た
者
に
対
し
、
そ
の
時
点
に
お
い
て
価
格
等
の
決
定
等
を
す
べ
き
と
認
め
ら

れ
な
い
旨
を
書
面
に
よ
り
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

３

総
務
大
臣
は
、
前
項
に
規
定
す
る
場
合
で
あ
つ
て
、
当
該
調
査
の
結
果
、
価
格
等
の
決
定
等
を
す
べ
き
と
認
め
ら
れ
る

と
き
は
、
当
該
納
税
義
務
者
に
対
し
、
そ
の
時
点
に
お
い
て
価
格
等
の
決
定
等
を
す
べ
き
と
認
め
ら
れ
る
旨
及
び
そ
の
理

由
を
説
明
す
る
も
の
と
す
る
。

４

総
務
大
臣
は
、
調
査
が
第
四
百
二
十
二
条
の
二
第
一
項
の
指
示
の
た
め
の
調
査
で
あ
る
場
合
で
あ
つ
て
、
実
地
の
調
査

を
行
つ
た
結
果
、
市
町
村
に
お
け
る
固
定
資
産
の
価
格
の
決
定
が
第
三
百
八
十
八
条
第
一
項
の
固
定
資
産
評
価
基
準
に
よ

つ
て
行
わ
れ
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
納
税
義
務
者
で
あ
つ
て
当
該
実
地
の
調
査
に
お
い
て
質
問
検
査
等
の
相
手

方
と
な
つ
た
者
に
対
し
、
そ
の
時
点
に
お
い
て
市
町
村
に
お
け
る
固
定
資
産
の
価
格
の
決
定
が
同
項
の
固
定
資
産
評
価
基

準
に
よ
つ
て
行
わ
れ
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
旨
を
書
面
に
よ
り
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

５

総
務
大
臣
は
、
前
項
に
規
定
す
る
場
合
で
あ
つ
て
、
当
該
調
査
の
結
果
、
市
町
村
に
お
け
る
固
定
資
産
の
価
格
の
決
定

が
第
三
百
八
十
八
条
第
一
項
の
固
定
資
産
評
価
基
準
に
よ
つ
て
行
わ
れ
て
い
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
当
該
納
税
義

務
者
に
対
し
、
そ
の
時
点
に
お
い
て
市
町
村
に
お
け
る
固
定
資
産
の
価
格
の
決
定
が
同
項
の
固
定
資
産
評
価
基
準
に
よ
つ



一
九
頁

て
行
わ
れ
て
い
な
い
と
認
め
ら
れ
る
旨
及
び
そ
の
理
由
を
説
明
す
る
も
の
と
す
る
。

６

実
地
の
調
査
に
よ
り
質
問
検
査
等
を
行
つ
た
納
税
義
務
者
に
つ
い
て
税
務
代
理
人
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
納
税

義
務
者
の
同
意
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
納
税
義
務
者
へ
の
前
各
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
又
は
説
明
に
代
え
て
、
当
該
税

務
代
理
人
へ
の
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
る
通
知
又
は
説
明
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

（
政
令
へ
の
委
任
）

第
三
百
九
十
六
条
の
五

第
三
百
九
十
六
条
か
ら
前
条
ま
で
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
総
務
省
の
職
員
の
固
定
資
産
税
に
関

す
る
調
査
の
実
施
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め
る
。

第
一
条
の
う
ち
地
方
税
法
附
則
第
八
条
の
二
第
二
項
の
改
正
規
定
中
「
附
則
第
五
十
六
条
」
を
「
附
則
第
五
十
五
条
」
に
、

「
附
則
第
五
十
九
条
」
を
「
附
則
第
五
十
八
条
」
に
改
め
る
。

第
一
条
中
地
方
税
法
附
則
第
九
条
の
四
第
一
項
の
改
正
規
定
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

附
則
第
九
条
の
四
第
一
項
中
「
第
七
十
一
条
第
一
号
」
を
「
第
七
十
一
条
第
一
項
第
一
号
」
に
改
め
る
。

第
一
条
中
地
方
税
法
附
則
第
九
条
の
十
第
一
項
及
び
第
九
条
の
十
一
の
改
正
規
定
を
削
る
。

第
一
条
に
次
の
改
正
規
定
を
加
え
る
。



二
〇
頁

附
則
第
五
十
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
中
「
第
七
十
二
条
の
四
十
九
の
八
」
を
「
第
七
十
二
条
の
四
十
九
の
十

二
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
第
二
号
及
び
第
三
号
中
「
第
七
十
二
条
の
四
十
九
の
八
第
七
項
」
を
「
第
七
十
二
条
の
四
十
九

の
十
二
第
七
項
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
中
「
第
七
十
二
条
の
四
十
九
の
八
第
六
項
」
を
「
第
七
十
二
条
の
四
十
九
の
十
二

第
六
項
」
に
、
「
第
七
十
二
条
の
四
十
九
の
八
第
十
項
」
を
「
第
七
十
二
条
の
四
十
九
の
十
二
第
十
項
」
に
改
め
る
。

第
二
条
中
地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
十
二
条
第
十
一
項
の
改
正
規
定
を
削
る
。

第
三
条
中
地
方
法
人
特
別
税
等
に
関
す
る
暫
定
措
置
法
第
七
条
の
見
出
し
及
び
同
条
第
一
項
の
改
正
規
定
を
削
る
。

附
則
第
一
条
中
「
平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
」
を
「
公
布
の
日
」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
中
「
平
成
二
十
三
年
六
月
一
日
」

を
「
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
月
を
経
過
し
た
日
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
の
目
次
の
改
正
規
定
（
「
第
二
十
一
条
・

第
二
十
二
条
」
を
「
第
二
十
一
条
―
第
二
十
二
条
の
二
」
に
改
め
る
部
分
を
除
く
。
）
、
同
法
第
十
八
条
の
四
第
一
項
の
改
正

規
定
、
同
法
」
及
び
「
第
二
十
六
条
、
第
二
十
七
条
第
一
項
第
二
号
、
」
を
削
り
、
「
並
び
に
第
五
十
条
の
七
第
一
項
の
改
正

規
定
、
同
法
第
七
十
二
条
の
二
の
二
第
一
項
の
改
正
規
定
（
「
第
七
十
二
条
の
三
十
八
ま
で
」
の
下
に
「
、
第
七
十
二
条
の
四

十
九
」
を
加
え
る
部
分
を
除
く
。
）
、
同
法
第
七
十
二
条
の
七
及
び
第
七
十
二
条
の
八
第
一
項
第
二
号
の
改
正
規
定
、
同
条
第

二
項
の
改
正
規
定
（
「
第
七
十
二
条
の
四
十
九
の
六
第
二
項
」
を
「
第
七
十
二
条
の
四
十
九
の
十
第
二
項
」
に
改
め
る
部
分
に



二
一
頁

限
る
。
）
、
同
法
」
を
「
、
第
五
十
条
の
七
第
一
項
、
」
に
、
「
の
改
正
規
定
、
同
法
第
七
十
二
条
の
四
十
九
の
五
の
改
正
規

定
（
同
条
第
一
項
の
改
正
規
定
（
「
第
七
十
二
条
の
四
十
九
第
七
項
又
は
第
八
項
の
」
を
「
第
七
十
二
条
の
四
十
八
の
二
第
八

項
又
は
第
九
項
に
規
定
す
る
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
を
除
く
。
）
、
同
法
第
七
十
二
条
の
四
十
九
の
十
四
を
同
法
第
七

十
二
条
の
四
十
九
の
十
八
と
す
る
改
正
規
定
、
同
法
第
七
十
二
条
の
四
十
九
の
十
三
の
改
正
規
定
、
同
条
を
同
法
第
七
十
二
条

の
四
十
九
の
十
七
と
す
る
改
正
規
定
、
同
法
第
七
十
二
条
の
四
十
九
の
十
二
を
同
法
第
七
十
二
条
の
四
十
九
の
十
六
と
す
る
改

正
規
定
、
同
法
第
七
十
二
条
の
四
十
九
の
十
一
の
改
正
規
定
、
同
条
を
同
法
第
七
十
二
条
の
四
十
九
の
十
五
と
す
る
改
正
規
定

、
同
法
第
七
十
二
条
の
四
十
九
の
十
を
同
法
第
七
十
二
条
の
四
十
九
の
十
四
と
し
、
同
法
第
七
十
二
条
の
四
十
九
の
九
を
同
法

第
七
十
二
条
の
四
十
九
の
十
三
と
す
る
改
正
規
定
、
同
法
第
七
十
二
条
の
四
十
九
の
八
第
十
一
項
の
改
正
規
定
、
同
条
を
同
法

第
七
十
二
条
の
四
十
九
の
十
二
と
す
る
改
正
規
定
、
同
法
第
七
十
二
条
の
四
十
九
の
七
を
同
法
第
七
十
二
条
の
四
十
九
の
十
一

と
す
る
改
正
規
定
、
同
法
第
七
十
二
条
の
四
十
九
の
六
第
一
項
の
改
正
規
定
、
同
法
第
二
章
第
二
節
第
二
款
中
同
条
を
同
法
第

七
十
二
条
の
四
十
九
の
十
と
す
る
改
正
規
定
、
同
法
第
七
十
二
条
の
四
十
九
の
五
の
次
に
四
条
を
加
え
る
改
正
規
定
、
同
法
第

七
十
二
条
の
五
十
第
一
項
、
第
七
十
二
条
の
五
十
四
第
二
項
、
第
七
十
二
条
の
五
十
五
及
び
第
七
十
二
条
の
六
十
三
の
改
正
規

定
、
同
条
の
次
に
四
条
を
加
え
る
改
正
規
定
、
同
法
第
七
十
二
条
の
六
十
四
第
一
項
、
第
七
十
二
条
の
八
十
四
、
第
七
十
二
条



二
二
頁

の
八
十
五
第
一
項
第
二
号
、
第
七
十
三
条
の
八
、
第
七
十
三
条
の
九
第
一
項
第
二
号
、
第
七
十
四
条
の
七
、
第
七
十
四
条
の
八

第
一
項
第
三
号
、
」
を
「
並
び
に
」
に
改
め
、
「
、
第
七
十
七
条
、
第
七
十
八
条
第
一
項
第
二
号
、
第
百
十
六
条
、
第
百
十
七

条
第
一
項
第
二
号
、
第
百
四
十
四
条
の
十
一
、
第
百
四
十
四
条
の
十
二
第
一
項
第
二
号
及
び
第
百
四
十
四
条
の
三
十
八
の
改
正

規
定
、
同
条
の
次
に
四
条
を
加
え
る
改
正
規
定
、
同
法
第
百
四
十
四
条
の
三
十
九
、
第
百
五
十
五
条
、
第
百
五
十
六
条
第
一
項

第
二
号
、
第
百
八
十
八
条
、
第
百
八
十
九
条
第
一
項
第
二
号
、
第
二
百
六
十
四
条
及
び
第
二
百
六
十
五
条
第
一
項
第
二
号
」
を

削
り
、
「
、
同
法
第
二
百
九
十
八
条
、
第
二
百
九
十
九
条
第
一
項
第
二
号
、
」
を
「
並
び
に
同
法
」
に
、
「
、
第
三
百
二
十
八

条
の
七
第
一
項
、
第
三
百
五
十
三
条
、
第
三
百
五
十
四
条
第
一
項
第
二
号
並
び
に
第
三
百
九
十
六
条
の
改
正
規
定
、
同
条
の
次

に
四
条
を
加
え
る
改
正
規
定
並
び
に
同
法
第
三
百
九
十
七
条
、
第
四
百
五
十
条
、
第
四
百
五
十
一
条
第
一
項
第
二
号
、
第
四
百

七
十
条
、
第
四
百
七
十
一
条
第
一
項
第
三
号
、
第
五
百
二
十
五
条
、
第
五
百
二
十
六
条
第
一
項
第
二
号
、
第
五
百
八
十
八
条
、

第
五
百
八
十
九
条
第
一
項
第
二
号
、
第
六
百
七
十
四
条
、
第
六
百
七
十
五
条
第
一
項
第
二
号
、
第
七
百
条
の
五
十
九
、
第
七
百

条
の
六
十
第
一
項
第
二
号
、
第
七
百
一
条
の
五
、
第
七
百
一
条
の
六
第
一
項
第
二
号
、
第
七
百
一
条
の
三
十
五
、
第
七
百
一
条

の
三
十
六
第
一
項
第
二
号
、
第
七
百
七
条
、
第
七
百
八
条
第
一
項
第
二
号
、
第
七
百
三
十
三
条
の
四
及
び
第
七
百
三
十
三
条
の

五
第
一
項
第
二
号
」
を
「
並
び
に
第
三
百
二
十
八
条
の
七
第
一
項
」
に
改
め
、
「
及
び
第
十
七
条
の
二
」
を
削
り
、
「
、
第
三



二
三
頁

条
中
地
方
法
人
特
別
税
等
に
関
す
る
暫
定
措
置
法
第
二
十
四
条
第
一
項
第
二
号
の
改
正
規
定
並
び
に
附
則
第
三
条
、
第
五
条
第

二
項
、
第
六
条
第
二
項
」
を
「
並
び
に
附
則
第
六
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

三

第
一
条
中
地
方
税
法
第
二
十
三
条
第
一
項
第
四
号
の
四
、
第
五
十
三
条
第
五
項
、
第
七
項
、
第
九
項
、
第
十
項
、
第
十

二
項
、
第
十
三
項
、
第
十
五
項
及
び
第
十
六
項
、
第
七
十
二
条
の
二
十
三
第
一
項
た
だ
し
書
及
び
第
三
項
並
び
に
第
二
百

九
十
二
条
第
一
項
第
四
号
の
四
の
改
正
規
定
並
び
に
同
法
第
三
百
二
十
一
条
の
八
の
改
正
規
定
（
同
条
第
二
十
二
項
に
係

る
部
分
を
除
く
。
）
並
び
に
同
法
附
則
第
八
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
の
改
正
規
定
並
び
に
附
則
第
六
条
第
九
項
、
第

七
条
第
二
項
、
第
九
条
第
九
項
及
び
第
十
五
条
の
規
定

平
成
二
十
四
年
四
月
一
日

附
則
第
一
条
第
四
号
中
「
第
一
条
中
地
方
税
法
」
の
下
に
「
の
目
次
の
改
正
規
定
（
「
第
二
十
一
条
・
第
二
十
二
条
」
を
「

第
二
十
一
条
―
第
二
十
二
条
の
二
」
に
改
め
る
部
分
を
除
く
。
）
、
同
法
第
十
八
条
の
四
第
一
項
の
改
正
規
定
、
同
法
」
を
加

え
、
「
第
三
十
二
条
第
十
一
項
」
を
「
第
二
十
六
条
、
第
二
十
七
条
第
一
項
第
二
号
、
第
三
十
二
条
第
十
一
項
」
に
改
め
、
「

第
四
十
五
条
の
二
第
一
項
第
七
号
の
改
正
規
定
」
の
下
に
「
、
同
法
第
七
十
二
条
の
二
の
二
第
一
項
の
改
正
規
定
（
「
第
七
十

二
条
の
三
十
八
ま
で
」
の
下
に
「
、
第
七
十
二
条
の
四
十
九
」
を
加
え
る
部
分
を
除
く
。
）
、
同
法
第
七
十
二
条
の
七
及
び
第

七
十
二
条
の
八
第
一
項
第
二
号
の
改
正
規
定
、
同
条
第
二
項
の
改
正
規
定
（
「
第
七
十
二
条
の
四
十
九
の
六
第
二
項
」
を
「
第



二
四
頁

七
十
二
条
の
四
十
九
の
十
第
二
項
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
、
同
法
第
七
十
二
条
の
四
十
九
の
五
の
改
正
規
定
（
同
条
第

一
項
の
改
正
規
定
（
「
第
七
十
二
条
の
四
十
九
第
七
項
又
は
第
八
項
の
」
を
「
第
七
十
二
条
の
四
十
八
の
二
第
八
項
又
は
第
九

項
に
規
定
す
る
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
を
除
く
。
）
、
同
法
第
七
十
二
条
の
四
十
九
の
十
四
を
同
法
第
七
十
二
条
の
四

十
九
の
十
八
と
す
る
改
正
規
定
、
同
法
第
七
十
二
条
の
四
十
九
の
十
三
の
改
正
規
定
、
同
条
を
同
法
第
七
十
二
条
の
四
十
九
の

十
七
と
す
る
改
正
規
定
、
同
法
第
七
十
二
条
の
四
十
九
の
十
二
を
同
法
第
七
十
二
条
の
四
十
九
の
十
六
と
す
る
改
正
規
定
、
同

法
第
七
十
二
条
の
四
十
九
の
十
一
の
改
正
規
定
、
同
条
を
同
法
第
七
十
二
条
の
四
十
九
の
十
五
と
す
る
改
正
規
定
、
同
法
第
七

十
二
条
の
四
十
九
の
十
を
同
法
第
七
十
二
条
の
四
十
九
の
十
四
と
し
、
同
法
第
七
十
二
条
の
四
十
九
の
九
を
同
法
第
七
十
二
条

の
四
十
九
の
十
三
と
す
る
改
正
規
定
、
同
法
第
七
十
二
条
の
四
十
九
の
八
第
十
一
項
の
改
正
規
定
、
同
条
を
同
法
第
七
十
二
条

の
四
十
九
の
十
二
と
す
る
改
正
規
定
、
同
法
第
七
十
二
条
の
四
十
九
の
七
を
同
法
第
七
十
二
条
の
四
十
九
の
十
一
と
す
る
改
正

規
定
、
同
法
第
七
十
二
条
の
四
十
九
の
六
第
一
項
の
改
正
規
定
、
同
法
第
二
章
第
二
節
第
二
款
中
同
条
を
同
法
第
七
十
二
条
の

四
十
九
の
十
と
す
る
改
正
規
定
、
同
法
第
七
十
二
条
の
四
十
九
の
五
の
次
に
四
条
を
加
え
る
改
正
規
定
、
同
法
第
七
十
二
条
の

五
十
第
一
項
、
第
七
十
二
条
の
五
十
四
第
二
項
、
第
七
十
二
条
の
五
十
五
及
び
第
七
十
二
条
の
六
十
三
の
改
正
規
定
、
同
条
の

次
に
四
条
を
加
え
る
改
正
規
定
、
同
法
第
七
十
二
条
の
六
十
四
第
一
項
、
第
七
十
二
条
の
八
十
四
、
第
七
十
二
条
の
八
十
五
第



二
五
頁

一
項
第
二
号
、
第
七
十
三
条
の
八
、
第
七
十
三
条
の
九
第
一
項
第
二
号
、
第
七
十
四
条
の
七
、
第
七
十
四
条
の
八
第
一
項
第
三

号
、
第
七
十
七
条
、
第
七
十
八
条
第
一
項
第
二
号
、
第
百
十
六
条
、
第
百
十
七
条
第
一
項
第
二
号
、
第
百
四
十
四
条
の
十
一
、

第
百
四
十
四
条
の
十
二
第
一
項
第
二
号
及
び
第
百
四
十
四
条
の
三
十
八
の
改
正
規
定
、
同
条
の
次
に
四
条
を
加
え
る
改
正
規
定

、
同
法
第
百
四
十
四
条
の
三
十
九
、
第
百
五
十
五
条
、
第
百
五
十
六
条
第
一
項
第
二
号
、
第
百
八
十
八
条
、
第
百
八
十
九
条
第

一
項
第
二
号
、
第
二
百
六
十
四
条
及
び
第
二
百
六
十
五
条
第
一
項
第
二
号
の
改
正
規
定
」
を
加
え
、
「
限
る
。
）
並
び
に
同
法

」
を
「
限
る
。
）
、
同
法
第
二
百
九
十
八
条
、
第
二
百
九
十
九
条
第
一
項
第
二
号
、
」
に
、
「
及
び
第
三
百
十
七
条
の
二
第
一

項
第
七
号
」
を
「
、
第
三
百
十
七
条
の
二
第
一
項
第
七
号
、
第
三
百
五
十
三
条
、
第
三
百
五
十
四
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
三

百
九
十
六
条
の
改
正
規
定
、
同
条
の
次
に
四
条
を
加
え
る
改
正
規
定
並
び
に
同
法
第
三
百
九
十
七
条
、
第
四
百
五
十
条
、
第
四

百
五
十
一
条
第
一
項
第
二
号
、
第
四
百
七
十
条
、
第
四
百
七
十
一
条
第
一
項
第
三
号
、
第
五
百
二
十
五
条
、
第
五
百
二
十
六
条

第
一
項
第
二
号
、
第
五
百
八
十
八
条
、
第
五
百
八
十
九
条
第
一
項
第
二
号
、
第
六
百
七
十
四
条
、
第
六
百
七
十
五
条
第
一
項
第

二
号
、
第
七
百
条
の
五
十
九
、
第
七
百
条
の
六
十
第
一
項
第
二
号
、
第
七
百
一
条
の
五
、
第
七
百
一
条
の
六
第
一
項
第
二
号
、

第
七
百
一
条
の
三
十
五
、
第
七
百
一
条
の
三
十
六
第
一
項
第
二
号
、
第
七
百
七
条
、
第
七
百
八
条
第
一
項
第
二
号
、
第
七
百
三

十
三
条
の
四
及
び
第
七
百
三
十
三
条
の
五
第
一
項
第
二
号
」
に
、
「
附
則
第
六
条
の
改
正
規
定
並
び
に
」
を
「
附
則
第
六
条
及



二
六
頁

び
第
十
七
条
の
二
の
改
正
規
定
、
」
に
、
「
附
則
第
六
条
第
一
項
」
を
「
同
法
附
則
第
五
十
条
の
改
正
規
定
、
第
三
条
の
規
定

並
び
に
附
則
第
三
条
、
第
五
条
第
二
項
、
第
六
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五

第
一
条
中
地
方
税
法
第
七
十
四
条
の
五
及
び
第
四
百
六
十
八
条
の
改
正
規
定
並
び
に
同
法
附
則
第
五
条
の
四
、
第
十
二

条
の
二
及
び
第
三
十
条
の
二
の
改
正
規
定
並
び
に
附
則
第
八
条
及
び
第
十
条
の
規
定

平
成
二
十
五
年
四
月
一
日

附
則
第
三
条
中
「
平
成
二
十
四
年
一
月
一
日
」
を
「
平
成
二
十
五
年
一
月
一
日
」
に
改
め
る
。

附
則
第
五
条
第
一
項
中
「
平
成
二
十
三
年
五
月
三
十
一
日
」
を
「
附
則
第
一
条
第
一
号
に
定
め
る
日
の
前
日
」
に
改
め
、
同

条
第
二
項
中
「
平
成
二
十
四
年
一
月
一
日
」
を
「
平
成
二
十
五
年
一
月
一
日
」
に
改
め
る
。

附
則
第
八
条
中
「
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
」
を
「
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
」
に
改
め
る
。

附
則
第
十
条
第
一
項
中
「
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
」
を
「
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
百
分

の
百
十
四
」
を
「
百
分
の
百
十
三
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
百
分
の
百
一
」
を
「
百
分
の
百
十
四
」
に
改
め
、
同
条
に
次

の
一
項
を
加
え
る
。

４

平
成
二
十
七
年
度
の
市
町
村
た
ば
こ
税
に
係
る
新
法
第
四
百
八
十
五
条
の
十
三
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同

項
中
「
除
し
て
得
た
割
合
」
と
あ
る
の
は
、
「
除
し
て
得
た
割
合
に
百
分
の
百
一
を
乗
じ
て
得
た
割
合
」
と
す
る
。


